
○甲賀市自治ハウス等整備事業補助金交付要綱 

平成１６年１０月１日 

告示第２２号 

改正 平成２０年１０月３１日告示第７７号 

平成２３年１０月１日告示第５５号 

平成２５年２月１９日告示第４号 

平成２８年３月３１日告示第３４号 

令和３年３月２２日告示第２１号 

令和３年１０月１日告示第９０号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、地域社会の健全な発展に資するため、市内の区、自治会又は

その構成する連合会（以下「自治会等」という。）が自主的に建設する自治ハウ

ス等に要する経費に対し、甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３

４号。以下「規則」という。）に基づき予算の範囲内で補助金を交付することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示に定める「自治ハウス等」とは、自治会等で地域連帯感に支えら

れ豊かな生活を営む場として、地域社会活動の促進を図るために設置する施設を

いう。 

２ 「自治ハウス」とは、自治会等が現に所有し、又は新築、購入しようとする施

設をいう。 

３ 「自治会」とは、市内の区又は市内会をいう。 

４ 「連合会」とは、２以上の区が構成する連合体をいう。 

（補助対象事業、補助対象経費及び補助率） 

第３条 第１条に規定する補助対象となる事業（以下「事業」という。）、経費及

び補助率は、別表第１のとおりとし、事業の申請は、１年度内に１回限りとする。 

（事業計画協議書の提出） 

第４条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、自治ハウス等整備事業計画協

議書（様式第１号。以下「協議書」という。）を別に定める日までに市長に提出

しなければならない。 



（補助金額の内定） 

第５条 市長は、前条の規定による協議書を受理したときは、その内容を審査し、

事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の額の内定を行い、協議書を提

出した自治会等に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする自治会等は事業の名称、内容及びその他必

要な事項を記載した自治ハウス等整備事業補助金交付申請書（様式第２号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 連合会を構成して補助金の交付申請をする者は、自治ハウス等建設連合会代表

者届（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定通知） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付す

ることが適当と認めたときは、交付の決定を行い自治ハウス等整備事業補助金交

付決定通知書（様式第４号）により、自治会等に通知するものとする。 

（事業の内容の変更） 

第８条 自治会等は、事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ書面をも

って市長の承認を受けなければならない。 

（事業の繰越） 

第９条 自治会等は、事業が申請年度内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難

となったときは、自治ハウス等整備事業繰越承認申請書（様式第５号）を市長に

提出してその承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは繰越しを承認し、その旨を自治会等に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 自治会等は、事業を完了したときは、その実績について、自治ハウス等

整備事業実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その報告に係る事業

の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるか

どうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自



治会等に通知するものとする。 

（決定通知の取消し） 

第１２条 市長は、補助金の決定をした場合においてもその後の事情により特別の

事情が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことがで

きる。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において事業の当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命

ずるものとする。 

（財産処分の制限） 

第１４条 補助金の交付を受けた自治会等は、補助金の交付に係る施設及び財産を

市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付

けに供してはならない。 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の水口町自治ハウス等整備事業補助

金交付要綱（平成１２年水口町告示第３８号）、土山町自治ハウス整備事業費補

助金交付要綱（昭和５２年土山町告示第６号）、甲南町自治ハウス設置事業費補

助金交付要綱（平成１２年甲南町告示第３４号）の規定によりなされた手続その

他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成２０年告示第７７号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、第４条の規定に基づく事業計画協議書を提

出した団体の事業の補助率は、第３条の規定にかかわらず、従前のとおり２分の

１とする。 

３ 平成２３年３月３１日までに、第４条の規定に基づく事業計画協議書を提出し



た団体の補助対象事業は、第３条の規定にかかわらず、従前のとおり既存施設の

便所及び台所について、下水道工事等による改修及び主要構造部（建築基準法第

２条第５項に規定する壁、柱、床、はり、屋根又は階段）の大規模改修を含むも

のとする。 

付 則（平成２３年告示第５５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２５年告示第４号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則（平成２８年告示第３４号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年告示第２１号） 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年告示第９０号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

補助対象事業、補助対象経費及び補助率 

区

分 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 

建

物

建

築

・

購

入 

① 自治ハウスの建

築に対する事業（既

存施設の増築改修

に要する経費は対

象としない。また、

外構工事費、既存建

物除去費、備品整備

費、事務費等は対象

としない。） 

② 自治ハウス購入

に対する事業 

① 延床面積は、１２０m２を限度とする。 

延床面積×構造別建築単価（鉄骨造、鉄筋

コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート

造については、１６９，０００円／m２、その

他については、１４３，０００円／m２）。た

だし、建築に要した実費用を延べ床面積で除

した額（以下「実建築単価」という。）が上

記の建築単価を下回る場合は実建築単価と

する。 

② 延床面積は、１２０m２を限度とする。 

延床面積×建築単価×経年減点補正率 

補助対象

経費の３

分の１ 



「経年減点補正率」は、別表第２に定める

「自治ハウス整備事業に係る経年減点補正

率」による。ただし、上記金額が購入に要し

た実費用額を上回る場合は、購入に要した実

費用額（１２０m２を限度とする。）とする。 

自

治

ハ

ウ

ス

改

修 

① 自治ハウス等の

バリアフリー化改

造整備に対する事

業 

② 自治ハウス等の

耐震補強改造整備

に対する事業 

ただし、昭和５６

年５月３１日以前

着工の建物で、避難

所として指定され

ており、必要なバリ

アフリー化が既に

施されているか、耐

震補強改造に併せ

て施されるもの。 

① １，０００千円を超え２，０００千円を限

度とする。 

② 次に掲げる工事に係る費用 

ア 木造 耐震診断の結果、上部構造評点等

が１．０未満と診断された建物の上部構造

評点等を１．０以上に引き上げる工事 

イ 非木造 倒壊又は大破壊の危険がある

と診断された建物を安全と思われる状態

にする工事 

木造、非木造ともに、１，０００千円を超

え３，０００千円を限度とする。 

耐震補強改造に併せてバリアフリー化を

施す場合は、上記①を加算する。 

ただし、既存施設の解体、撤去及び事務費、

備品購入に要する経費を除く。 

補助対象

経費の３

分の１ 

耐

震

診

断 

耐震診断に要す

る経費 

ただし、昭和５６

年５月３１日以前

着工の建物である

こと。 

診断は、住宅耐震

診断士が行う一般

木造の場合５０千円、非木造の場合は２５０

千円を限度する。 

補助対象

経費の３

分の１ 



診断又は精密診断

とする。 

別表第２（第３条関係） 

経年減点補正率 

木造 非木造 

延床面積１．０m２当たり再建築費評

点数別区分 

構造別区分 

３４，０

００点未

満 

３４，０

００点以

上５６，

０００点

未満 

５６，０

００点以

上８８，

０００点

未満 

８８，０

００点以

上 

鉄骨鉄筋

コンクリ

ート造、

鉄筋コン

クリート

造 

れんが

造、コン

クリート

ブロック

造及び石

造 

鉄骨造

（骨格材

の肉厚が

４mmを超

えるも

の） 

鉄骨造

（骨格材

の肉厚が

３mmを超

え４mm以

下のも

の） 

鉄骨造

（骨格材

の肉厚が

３mm以下

のもの） 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

経

過

年

数 

経年

減点

補正

率 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

０

～

１ 

１．０

００ 

１ ０．９

７３ 

１ ０．９

８０ 

１ ０．９

８４ 

１ ０．９

８９ 

１ ０．９

８８

６ 

１ ０．９

８４

０ 

１ ０．９

８４

０ 

１ ０．９

８０

０ 

１ ０．９

７３

３ 

２ ０．９

２０ 

２ ０．９

６０ 

２ ０．９

６８ 

２ ０．９

７７ 

２ ０．９

７７

１ 

２ ０．９

６８

０ 

２ ０．９

６８

０ 

２ ０．９

６０

０ 

２ ０．９

４６

７ 

３ ０．８

６７ 

３ ０．９

２０ 

３ ０．９

３６ 

３ ０．９

５４ 

３ ０．９

６５

３ ０．９

５２

３ ０．９

５２

３ ０．９

４０

３ ０．９

２０



７ ０ ０ ０ ０ 

４ ０．８

１３ 

４ ０．９

００ 

４ ０．９

２０ 

４ ０．９

４３ 

４ ０．９

５４

３ 

４ ０．９

３６

０ 

４ ０．９

３６

０ 

４ ０．９

２０

０ 

４ ０．８

９３

３ 

５ ０．７

６０ 

５ ０．８

６０ 

５ ０．８

８８ 

５ ０．９

２０ 

５ ０．９

４２

９ 

５ ０．９

２０

０ 

５ ０．９

２０

０ 

５ ０．９

００

０ 

５ ０．８

６６

７ 

６ ０．７

０７ 

６ ０．８

４０ 

６ ０．８

７２ 

６ ０．９

０９ 

６ ０．９

３１

４ 

６ ０．９

０４

０ 

６ ０．９

０４

０ 

６ ０．８

８０

０ 

６ ０．８

４０

０ 

７ ０．６

５３ 

７ ０．８

００ 

７ ０．８

４０ 

７ ０．８

８６ 

７ ０．９

２０

０ 

７ ０．８

８８

０ 

７ ０．８

８８

０ 

７ ０．８

６０

０ 

７ ０．８

１３

３ 

８ ０．６

００ 

８ ０．７

８０ 

８ ０．８

２４ 

８ ０．８

７４ 

８ ０．９

０８

６ 

８ ０．８

７２

０ 

８ ０．８

７２

０ 

８ ０．８

４０

０ 

８ ０．７

８６

７ 

９ ０．５

４７ 

９ ０．７

４０ 

９ ０．７

９２ 

９ ０．８

５１ 

９ ０．８

９７

１ 

９ ０．８

５６

０ 

９ ０．８

５６

０ 

９ ０．８

２０

０ 

９ ０．７

５０

０ 

１

０ 

０．４

９３ 

１

０ 

０．７

２０ 

１

０ 

０．７

７６ 

１

０ 

０．８

４０ 

１

０ 

０．８

８５

７ 

１

０ 

０．８

４０

０ 

１

０ 

０．８

４０

０ 

１

０ 

０．８

００

０ 

１

０ 

０．７

３３

３ 

１

１ 

０．４

４０ 

１

１ 

０．６

８０ 

１

１ 

０．７

４４ 

１

１ 

０．８

１７ 

１

１ 

０．８

７４

３ 

１

１ 

０．８

２４

０ 

１

１ 

０．８

２４

０ 

１

１ 

０．７

８０

０ 

１

１ 

０．７

０６

７ 

１

２ 

０．３

８７ 

１

２ 

０．６

６０ 

１

２ 

０．７

２８ 

１

２ 

０．８

０６ 

１

２ 

０．８

６２

９ 

１

２ 

０．８

０８

０ 

１

２ 

０．８

０８

０ 

１

２ 

０．７

６０

０ 

１

２ 

０．６

８０

０ 

１ ０．３１ ０．６１ ０．６１ ０．７１ ０．８１０．７１０．７１０．７１０．６



３ ３３ ３ ２０ ３ ９６ ３ ８３ ３ ５１

４ 

３ ９２

０ 

３ ９２

０ 

３ ４０

０ 

３ ５３

３ 

１

４ 

０．３

０７ 

１

４ 

０．６

００ 

１

４ 

０．６

８０ 

１

４ 

０．７

７１ 

１

４ 

０．８

４０

０ 

１

４ 

０．７

７６

０ 

１

４ 

０．７

７６

０ 

１

４ 

０．７

２０

０ 

１

４ 

０．６

２６

７ 

１

５ 

０．２

８０ 

１

５ 

０．５

６０ 

１

５ 

０．６

４８ 

１

５ 

０．７

４９ 

１

５ 

０．８

２８

６ 

１

５ 

０．７

６０

０ 

１

５ 

０．７

６０

０ 

１

５ 

０．７

００

０ 

１

５ 

０．６

００

０ 

１

６ 

０．２

５３ 

１

６ 

０．５

４０ 

１

６ 

０．６

３２ 

１

６ 

０．７

３７ 

１

６ 

０．８

１７

２ 

１

６ 

０．７

４４

０ 

１

６ 

０．７

４４

０ 

１

６ 

０．６

８０

０ 

１

６ 

０．５

７３

３ 

１

７

以

上 

０．２

００ 

１

７ 

０．５

００ 

１

７ 

０．６

００ 

１

７ 

０．７

１４ 

１

７ 

０．８

０５

７ 

１

７ 

０．７

２８

０ 

１

７ 

０．７

２８

０ 

１

７ 

０．６

６０

０ 

１

７ 

０．５

４６

７ 

    １

８ 

０．４

８０ 

１

８ 

０．５

８４ 

１

８ 

０．７

０３ 

１

８ 

０．７

９４

３ 

１

８ 

０．７

１２

０ 

１

８ 

０．７

１２

０ 

１

８ 

０．６

４０

０ 

１

８ 

０．５

２０

０ 

１

９ 

０．４

４０ 

１

９ 

０．５

５２ 

１

９ 

０．６

８０ 

１

９ 

０．７

８２

９ 

１

９ 

０．６

９６

０ 

１

９ 

０．６

９６

０ 

１

９ 

０．６

２０

０ 

１

９ 

０．４

９３

３ 

２

０ 

０．４

２０ 

２

０ 

０．５

３６ 

２

０ 

０．６

６９ 

２

０ 

０．７

７１

４ 

２

０ 

０．６

８０

０ 

２

０ 

０．６

８０

０ 

２

０ 

０．６

００

０ 

２

０ 

０．４

６６

７ 

２

１ 

０．３

８０ 

２

１ 

０．５

０４ 

２

１ 

０．６

４６ 

２

１ 

０．７

６０

０ 

２

１ 

０．６

６４

０ 

２

１ 

０．６

６４

０ 

２

１ 

０．５

８０

０ 

２

１ 

０．４

４０

０ 

２

２ 

０．３

６０ 

２

２ 

０．４

８８ 

２

２ 

０．６

３４ 

２

２ 

０．７

４８

２

２ 

０．６

４８

２

２ 

０．６

４８

２

２ 

０．５

６０

２

２ 

０．４

１３



６ ０ ０ ０ ３ 

２

３ 

０．３

２０ 

２

３ 

０．４

５６ 

２

３ 

０．６

１１ 

２

３ 

０．７

３７

２ 

２

３ 

０．６

３２

０ 

２

３ 

０．６

３２

０ 

２

３ 

０．５

４０

０ 

２

３ 

０．３

８６

７ 

２

４ 

０．２

８０ 

２

４ 

０．４

４０ 

２

４ 

０．６

００ 

２

４ 

０．７

２５

７ 

２

４ 

０．６

１６

０ 

２

４ 

０．６

１６

０ 

２

４ 

０．５

２０

０ 

２

４ 

０．３

６０

０ 

２

５ 

０．２

４０ 

２

５ 

０．４

０８ 

２

５ 

０．５

７７ 

２

５ 

０．７

１４

３ 

２

５ 

０．６

００

０ 

２

５ 

０．６

００

０ 

２

５ 

０．５

００

０ 

２

５ 

０．３

３３

４ 

２

６

以

上 

０．２

００ 

２

６ 

０．３

９２ 

２

６ 

０．５

６６ 

２

６ 

０．７

０２

９ 

２

６ 

０．５

８４

０ 

２

６ 

０．５

８０

０ 

２

６ 

０．４

８０

０ 

２

６ 

０．３

０６

７ 

    ２

７ 

０．３

６０ 

２

７ 

０．５

４３ 

２

７ 

０．６

９１

４ 

２

７ 

０．５

６８

０ 

２

７ 

０．５

６８

０ 

２

７ 

０．４

６０

０ 

２

７ 

０．２

８０

０ 

２

８ 

０．３

４４ 

２

８ 

０．５

３２ 

２

８ 

０．６

８０

０ 

２

８ 

０．５

５２

０ 

２

８ 

０．５

５２

０ 

２

８ 

０．４

４０

０ 

２

８ 

０．２

５３

４ 

２

９ 

０．３

１２ 

２

９ 

０．５

０９ 

２

９ 

０．６

６８

６ 

２

９ 

０．５

３６

０ 

２

９ 

０．５

３６

０ 

２

９ 

０．４

２０

０ 

２

９ 

０．２

２６

７ 

３

０ 

０．２

９６ 

３

０ 

０．４

９７ 

３

０ 

０．６

５７

２ 

３

０ 

０．５

２０

０ 

３

０ 

０．５

２０

０ 

３

０ 

０．４

００

０ 

３

０

以

上 

０．２

００

０ 

３

１ 

０．２

８０ 

３

１ 

０．４

７４ 

３

１ 

０．６

４５

３

１ 

０．５

０４

３

１ 

０．５

０４

３

１ 

０．３

８０

    



７ ０ ０ ０ 

３

２ 

０．２

６４ 

３

２ 

０．４

６３ 

３

２ 

０．６

３４

３ 

３

２ 

０．４

８８

０ 

３

２ 

０．４

８８

０ 

３

２ 

０．３

６０

０ 

３

３ 

０．２

４８ 

３

３ 

０．４

４０ 

３

３ 

０．６

２２

９ 

３

３ 

０．４

７２

０ 

３

３ 

０．４

７２

０ 

３

３ 

０．３

４０

０ 

３

４ 

０．２

３２ 

３

４ 

０．４

１７ 

３

４ 

０．６

１１

４ 

３

４ 

０．４

５６

０ 

３

４ 

０．４

５６

０ 

３

４ 

０．３

２０

０ 

３

５

以

上 

０．２

００ 

３

５ 

０．３

９４ 

３

５ 

０．６

００

０ 

３

５ 

０．４

４０

０ 

３

５ 

０．４

４０

０ 

３

５ 

０．３

００

０ 

    ３

６ 

０．３

７２ 

３

６ 

０．５

８８

６ 

３

６ 

０．４

２４

０ 

３

６ 

０．４

２２

０ 

３

６ 

０．２

８０

０ 

３

７ 

０．３

４７ 

３

７ 

０．５

７７

２ 

３

７ 

０．４

０８

０ 

３

７ 

０．４

０８

０ 

３

７ 

０．２

６０

０ 

３

８ 

０．３

２５ 

３

８ 

０．５

６５

７ 

３

８ 

０．３

９２

０ 

３

８ 

０．３

９４

０ 

３

８ 

０．２

４０

０ 

３

９ 

０．３

０３ 

３

９ 

０．５

５４

３ 

３

９ 

０．３

７６

０ 

３

９ 

０．３

７６

０ 

３

９ 

０．２

２０

０ 

４

０ 

０．２

８０ 

４

０ 

０．５

４２

９ 

４

０ 

０．３

６０

０ 

４

０ 

０．３

６０

０ 

４

０

以

０．２

００

０ 



上 

４

１ 

０．２

５７ 

４

１ 

０．５

３１

５ 

４

１ 

０．３

４４

０ 

４

１ 

０．３

４２

０ 

    

４

２ 

０．２

３４ 

４

２ 

０．５

２０

０ 

４

２ 

０．３

２８

０ 

４

２ 

０．３

２８

０ 

４

３ 

０．２

２３ 

４

３ 

０．５

０８

６ 

４

３ 

０．３

１２

０ 

４

３ 

０．３

１４

０ 

４

４

以

上 

０．２

００ 

４

４ 

０．４

９７

２ 

４

４ 

０．２

９６

０ 

４

４ 

０．２

９６

０ 

    ４

５ 

０．４

８５

７ 

４

５ 

０．２

８０

０ 

４

５ 

０．２

８０

０ 

４

６ 

０．４

７４

３ 

４

６ 

０．２

６４

０ 

４

６ 

０．２

６２

０ 

４

７ 

０．４

６２

９ 

４

７ 

０．２

４８

０ 

４

７ 

０．２

４８

０ 

４

８ 

０．４

５１

５ 

４

８ 

０．２

３２

０ 

４

８ 

０．２

３４

０ 

４

９ 

０．４

４０

０ 

４

９ 

０．２

１６

０ 

４

９ 

０．２

１６

０ 



５

０ 

０．４

２８

６ 

５

０

以

上 

０．２

００

０ 

５

０

以

上 

０．２

００

０ 

５

１ 

０．４

１７

２ 

        

５

２ 

０．４

０５

７ 

５

３ 

０．３

９４

３ 

５

４ 

０．３

８２

９ 

５

５ 

０．３

７１

５ 

５

６ 

０．３

６０

０ 

５

７ 

０．３

４８

６ 

５

８ 

０．３

３７

２ 

５ ０．３



９ ２５

７ 

６

０ 

０．３

１４

３ 

６

１ 

０．３

０２

９ 

６

２ 

０．２

９１

５ 

６

３ 

０．２

８０

０ 

６

４ 

０．２

６８

６ 

６

５ 

０．２

５７

２ 

６

６ 

０．２

４５

８ 

６

７ 

０．２

３４

３ 

６

８ 

０．２

２２

９ 



６

９ 

０．２

１１

５ 

７

０

以

上 

０．２

００

０ 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

 


